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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有害生物防除活性化合物、結合剤としてポリビニールアルコール及び場合により農薬補
助剤を含有する混合組成物によって粒核を被覆して成る粒状組成物（ａ）と、
　有害生物防除活性化合物、高分子樹脂として水系ウレタン樹脂、疎水性物質、タルク及
び場合により農薬補助剤を含有する混合組成物によって粒核を被覆して成る粒状組成物（
ｂ）又は
　有害生物防除活性化合物、高分子樹脂として水系ウレタン樹脂、疎水性物質、タルク、
水溶性物質として硫酸カリウム及び場合により農薬補助剤を含有する混合組成物によって
粒核を被覆して成る粒状組成物（ｃ）と
から成り、作物の播種時から移植直前までの任意の期間内に育苗箱に施用し、本田移植後
の有害生物を防除するための、混合粒状農薬組成物。
【請求項２】
　有害生物防除活性化合物がイミダクロプリド、チアクロプリド、クロチアニジン、チア
メトキサム、ニテンピラム、ジノテフラン及びアセタミプリドから選択されるネオニコチ
ノイド系殺虫化合物である、請求項１に記載の混合粒状農薬組成物。
【請求項３】
　疎水性物質がステアリン酸カルシウムであり、粒核がケイ砂である請求項１又は２に記
載の混合粒状農薬組成物。
【請求項４】
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　有害生物防除活性化合物の全含有量の約１／１５～約１／２を粒状組成物（ａ）が含有
し、そしてその残量を粒状組成物（ｂ）又は（ｃ）が含有する請求項１、２又は３に記載
の混合粒状農薬組成物。
【請求項５】
　粒状組成物（ａ）の有害生物防除活性化合物の含有量が、混合粒状農薬組成物における
有害生物防除活性化合物の全含有量の約１／４以下である、請求項４に記載の混合粒状農
薬組成物。
【請求項６】
　有害生物防除活性化合物、高分子樹脂として水系ウレタン樹脂、疎水性物質、タルク及
び場合により農薬補助剤を含有する混合組成物によって粒核を被覆して成る粒状組成物。
【請求項７】
　有害生物防除活性化合物、高分子樹脂として水系ウレタン樹脂、疎水性物質、タルク、
水溶性物質として硫酸カリウム及び場合により農薬補助剤を含有する混合組成物によって
粒核を被覆して成る粒状組成物。
【請求項８】
　疎水性物質がステアリン酸カルシウムであり、粒核がケイ砂である請求項６又は７に記
載の粒状組成物。
【請求項９】
　有害生物防除活性化合物がイミダクロプリド、チアクロプリド、クロチアニジン、チア
メトキサム、ニテンピラム、ジノテフラン及びアセタミプリドから選択されるネオニコチ
ノイド系殺虫化合物である、請求項６～８のいずれか一項に記載の粒状組成物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は混合粒状農薬組成物に関する。更に詳しくは、本発明は二種の粒状組成物から
成る、特にイネの有害生物防除に適した混合粒状農薬組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、水溶性の高い農薬活性成分の溶出を制御することができる徐放性農薬
粒剤が開示されており、該粒剤を構成する結合剤としてポリビニルアルコール、そして疎
水性微粉としてステアリン酸カルシウムが挙げられている。
【０００３】
　特許文献２には、貯蔵、取扱い及び調合される場合に均一のままである有害生物防除性
顆粒の混合物が開示されている。
【０００４】
　特許文献３には、輸送時や取扱い時の振動や衝撃等の要因による偏析を生じ難く且つ均
一性を保ち得る複数種の粒状固形剤から成る粒状農薬組成物が開示されている。
【０００５】
　農薬の育苗箱施用は省力化の上で最も簡便な方法であるが、農薬活性成分の種類によっ
ては、幼苗に対し薬害を引き起こす危険性がある。省力化を追求する一方、この危険性を
解消する農薬製剤を提供することは、育苗箱施用による本田移植後の病害虫防除体系を維
持する上で極めて重要である。
【特許文献１】特開平２－２８６６０２号公報
【特許文献２】特表平１１－５０８２６０号公報
【特許文献３】特開２０００－８６４０５号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、検討を行なった結果、下記の特定の混合粒状農薬組成物を、育苗箱にお
ける播種時から移植直前までの任意の期間内に施用すると、何ら薬害を引き起こすことな
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く、本田移植後の作物の有害生物、特に病害虫を的確に防除することができることを見い
出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　かくして、本発明は、有害生物防除活性化合物、結合剤及び場合により農薬補助剤を含
有する混合組成物によって粒核を被覆して成る粒状組成物（ａ）と、有害生物防除活性化
合物、高分子樹脂、疎水性物質、タルク及び場合により農薬補助剤を含有する混合組成物
によって粒核を被覆して成る粒状組成物（ｂ）又は有害生物防除活性化合物、高分子樹脂
、疎水性物質、タルク、水溶性物質及び場合により農薬補助剤を含有する混合組成物によ
って粒核を被覆して成る粒状組成物（ｃ）から成る混合粒状農薬組成物を提供するもので
ある。
【０００８】
　本発明によれば、本発明の混合粒状農薬組成物を育苗箱に施用すると、粒状組成物（ａ
）からは有害生物防除活性化合物（以下、有効成分という）が通常の速さで溶出し、他方
、粒状組成物（ｂ）又は（ｃ）からは有効成分が徐々に溶出し、これら二種の粒状組成物
からの有効成分の溶出量が、作物の本田移植後に、病害虫防除に必要な閾値に達し、作物
病害虫の的確な防除を行なうことができる。しかも、本発明の混合粒状農薬組成物は、上
記したように、有効成分の溶出量の積算値が徐々に増加するので、幼苗に対しても安全に
使用することができる。
【０００９】
　本発明の混合粒状農薬組成物がもつこのような的確且つ卓越した作用機構は、従来技術
からは全く予想外の格別顕著なものである。
【００１０】
　本発明の混合農薬粒状組成物において有効成分として用いられる有害生物防除活性化合
物としては、作物に対する有害生物、特に病害虫の防除において通常使用される活性化合
物、例えば、イミダクロプリド、チアクロプリド、クロチアニジン、チアメトキサム、ニ
テンピラム、ジノテフラン、アセタミプリドに代表されるネオニコチノイド系殺虫化合物
；フィプロニル、カルプロパミド、ジクロシメット、トリシクラゾール、ピロキロン、プ
ロベナゾール、チフルザミド、スピノサド、エマメクチン安息香酸、２’－シアノ－３，
４－ジクロロ－イソチアゾール－５－カルボキシアニリド、オリサストロビン、チアジニ
ル等を例示することができる。これらの活性化合物は、それぞれ単独で又は二種もしくは
それ以上組み合わせて使用することができる。
【００１１】
　また、粒状組成物（ａ）に含まれる有害生物防除活性化合物と粒状組成物（ｂ）又は（
ｃ）に含まれる有害生物防除活性化合物は同じであることができるが、場合によっては互
いに異なっていてもよい。
【００１２】
　本発明の混合粒状農薬組成物における有害生物防除活性化合物の合計含有量は、特に制
限されるものではなく、活性化合物の種類や用途等に応じて広範囲にわたって変えること
ができるが、通常、混合粒状農薬組成物の重量を基準にして０．５～１０％、特に１～５
％の範囲内が好適である。
【００１３】
　また、本発明の混合粒状農薬組成物における粒状組成物（ａ）、及び粒状組成物（ｂ）
又は（ｃ）のそれぞれに含まれる有害生物防除活性化合物の相対的割合もまた、厳密に制
限されるものではなく、活性化合物の種類や性状、防除すべき有害生物の種類や発生状況
等に応じて変えることができるが、一般には、本発明の混合粒状組成物中の有害生物防除
活性化合物の全含有量の約１／１５～約１／２、好ましくは約１／８～約１／４を粒状組
成物（ａ）が含有し、そしてその残量を粒状組成物（ｂ）又は（ｃ）が含有することがで
きる。
【００１４】
　粒状組成物（ａ）において用いられる結合剤としては、例えば、ポリビニルアルコール
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、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、デキストリン、アルギ
ン酸ソーダ等を挙げることができ、特にポリビニルアルコールが好適である。
【００１５】
　粒状組成物（ｂ）又は（ｃ）において用いられる高分子樹脂としては、ウレタン樹脂、
好ましくは水系ウレタン樹脂を挙げることができ、代表例として、スーパーフレックス８
２０（第一工業製薬社製）、スーパーフレックス１６０（同上）、ボンディック２２２０
（大日本インキ化学工業社製）、ハイドランＡＰ－２０（同上）等を例示することができ
る。
【００１６】
　粒状組成物（ｂ）又は（ｃ）において用いられる疎水性物質としては、例えば、ステア
リン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸アルミニウムを挙げること
ができ、好ましくはステアリン酸カルシウムを挙げることができる。
　粒状組成物（ｃ）において用いられる水溶性物質としては、例えば、硫酸カリウム、硫
酸マグネシウム、硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、尿
素、硫酸アンモニウム、糖類等を挙げることができ、好ましくは硫酸カリウムを挙げるこ
とができる。
【００１７】
　粒状組成物（ａ）及び／又は（ｂ）及び／又は（ｃ）に含ませることができる農薬補助
剤としては、例えば、界面活性剤、固体希釈剤、着色剤等を挙げることができる。
【００１８】
　界面活性剤としては、例えば、リグニンスルホン酸塩、アルキルリン酸塩、脂肪酸塩、
アルキルスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸
塩、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫
酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシアルキレント
リスチリルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレン－ポリオキシプロピレンブロッ
クポリマー硫酸塩、ジアルキルスルホサクシネート、ポリオキシアルキレンアルキルエー
テルスルホサクシネート塩、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテルホスフェー
ト塩等のアニオン系界面活性剤；ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、ポリ
オキシアルキレン脂肪酸エステル、ポリオキシアルキレントリスチリルフェニルエーテル
、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ソルビタン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エス
テル、ポリオキシアルキレンソルビタンエステル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキ
シエチレン－ポリオキシプロピレンブロックポリマー、ポリオキシエチレン－ポリオキシ
プロピレンブロックポリマーアルキルフェニルエーテル等のノニオル系界面活性剤；脂肪
族アルキルベタイン、アルキルアンモニウム塩等の両性界面活性剤；アルキルピリジニウ
ム塩、ポリエチレンポリアミン脂肪酸アミド等のカチオン系界面活性剤等を挙げることが
できる。
【００１９】
　固体希釈剤としては、例えば、クレー、軽石微粉、焼成ケイソウ土、カオリン、タルク
、酸性白土、炭酸カルシウム等の鉱物質を挙げることができる。
【００２０】
　着色剤としては、例えば、無機顔料（例えば、酸化鉄、酸化チタン、プルシアンブルー
など）、有機染料（例えば、アリザリン染料、アゾ染料、金属フタロシアニン染料など）
、微量要素（例えば、鉄、マンガン、硼素、銅、コバルト、モリブデン、亜鉛など又はそ
れらの塩）等を挙げることができる。
【００２１】
　上記例示以外の農薬補助剤として、更に、ホワイトカーボンなどを用いることができる
。
【００２２】
　他方、粒状組成物（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）において用いられる粒核としては、例えば
、石灰岩、大理石等の炭酸カルシウム含有粒状物、ケイ砂、軽石、クレー粒、造粒した無
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機物質粒等を挙げることができ、好ましくはケイ砂を挙げることができる。ここで、ケイ
砂は約３００μｍ～約１７００μｍ、好ましくは５００μｍ～１４００μｍの範囲内の粒
径を有することができる。
【００２３】
　粒状組成物（ａ）は、例えば、適当量の水に溶解させた結合剤をケイ砂にスプレーし、
撹拌して均一に湿潤させ、これに有害生物防除活性化合物、ホワイトカーボン及びクレー
から成る原末組成物を加え、撹拌混合しながらケイ砂に被覆した後、乾燥させることによ
り製造することができる。
【００２４】
　また、粒状組成物（ｂ）は、例えば、適当量の水に分散させた水系ウレタン樹脂をケイ
砂にスプレーし、撹拌して均一に湿潤させ、これに上記と同様の原末組成物を加え、撹拌
混合しながらケイ砂を被覆した後、乾燥させ、かくして調製される一次粒に、更に、適当
量の水に分散させた水系ウレタン樹脂をスプレーし、撹拌しながら均一に湿潤させ、次い
でこれにタルク及びステアリン酸カルシウムの混合物を加え、撹拌混合することにより製
造することができる。
【００２５】
　粒状組成物（ｃ）は、例えば、タルク及びステアリン酸カルシウムの混合物に水溶性物
質である硫酸カリウムを加え、上記粒状組成物（ｂ）の製法と同様にして製造することが
できる。
【００２６】
　本発明の混合粒状農薬組成物における粒状組成物（ａ）と粒状組成物（ｂ）又は（ｃ）
の配合割合は、一般には２／３～３／２の範囲内、好ましくは１：１とすることができる
。
【００２７】
　本発明の混合粒状農薬組成物は、作物、特に水稲の育苗箱に施用するのに有用である。
例えば、本発明の混合粒状農薬組成物は、イネの播種時から移植直前までの任意の期間内
に、育苗箱に施用することができ、それによって、本田移植後の作物を有害生物、特に病
害虫から保護することができる。
【００２８】
　育苗箱に対する本発明の混合粒状農薬組成物の施用量は、特に制限されるものではなく
、農薬組成物の種類、有害生物の種類等に応じて変えることができる。
【実施例】
【００２９】
　次に、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例のみに
限定されるものではない。
【００３０】
　製剤例１
　粒状組成物（ａ－１）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　０．５２重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５２重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１４８重量％
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９．２３重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ａ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ａ－１）を得る。
【００３１】
　粒状組成物（ｂ－１）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　３．６４重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３６４重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０２６重量％
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　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　３．３重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２５重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１１．２５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９．１７重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｂ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｂ－１）を得る。
【００３２】
　上記粒状組成物（ａ－１）と（ｂ－１）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００３３】
　製剤例２
　粒状組成物（ａ－２）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　１．０４重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０４重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２９６重量％
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９８．５１重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ａ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ａ－２）を得る。
【００３４】
　粒状組成物（ｂ－２）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　３．１２重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３１２重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．８７８重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　３．３重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２５重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１１．２５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９．８９重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｂ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｂ－２）を得る。
【００３５】
　上記粒状組成物（ａ－２）と（ｂ－２）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００３６】
　製剤例３
　粒状組成物（ａ－３）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　２．０７重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０７重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５９３重量％
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９７．０８重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ａ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ａ－３）を得る。
【００３７】
　粒状組成物（ｂ－３）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　２．０７重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０７重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５９３重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　３．３重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２５重量％
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　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１１．２５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１．３３重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｂ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｂ－３）を得る。
【００３８】
　上記粒状組成物（ａ－３）と（ｂ－３）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００３９】
　製剤例４
　粒状組成物（ａ－４）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　０．４１重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．０４１重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１１９重量％
　　ポリビニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　０．０５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９．３８重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ａ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ａ－４）を得る。
【００４０】
　粒状組成物（ｂ－４）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　３．７４重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３７４重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０５６重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　３．３重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．２５重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１１．２５重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９．０３重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｂ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｂ－４）を得る。
【００４１】
　上記粒状組成物（ａ－４）と（ｂ－４）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００４２】
　製剤例５
　粒状組成物（ａ－１）
　　前記製剤例１に記載のものと同じもの。
【００４３】
　粒状組成物（ｃ－１）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　３．６４重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３６４重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０２６重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　５．８５重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１４．０重量％
　　硫酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９．１２重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｃ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｃ－１）を得る。
【００４４】
　上記粒状組成物（ａ－１）と（ｃ－１）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
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【００４５】
　製剤例６
　粒状組成物（ａ－２）
　　前記製剤例２に記載のものと同じもの。
【００４６】
　粒状組成物（ｃ－２）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　３．１２重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３１２重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．８７８重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　５．８５重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１４．０重量％
　　硫酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９．８４重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｃ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｃ－２）を得る。
【００４７】
　上記粒状組成物（ａ－２）と（ｃ－２）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００４８】
　製剤例７
　粒状組成物（ａ－３）
　　前記製剤例３に記載のものと同じもの。
【００４９】
　粒状組成物（ｃ－３）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　２．０７重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．２０７重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．５９３重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　５．８５重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１４．０重量％
　　硫酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１．２８重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｃ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｃ－３）を得る。
【００５０】
　上記粒状組成物（ａ－３）と（ｃ－３）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００５１】
　製剤例８
　粒状組成物（ａ－４）
　　前記製剤例４に記載のものと同じもの。
【００５２】
　粒状組成物（ｃ－４）
　　イミダクロプリド（純度９８％）　　　　　　　　　３．７４重量％
　　ホワイトカーボン　　　　　　　　　　　　　　　　０．３７４重量％
　　クレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１．０５６重量％
　　水系ウレタン樹脂（スーパーフレックス８２０）　　５．８５重量％
　　タルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．００重量％
　　ステアリン酸カルシウム　　　　　　　　　　　　１４．０重量％
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　　硫酸カリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００重量％
　　ケイ砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８．９８重量％
　上記の成分を用い、前記した粒状組成物（ｃ）の製造方法に従って調製し、粒状組成物
（ｃ－４）を得る。
【００５３】
　上記粒状組成物（ａ－４）と（ｃ－４）を１：１（重量）の割合で配合して、本発明の
混合粒状農薬組成物を得る。
【００５４】
　試験例１：溶出試験
　ポット（１９×２８×８ｃｍ）に水１５００ｍｌを入れた。製剤例１で調製した粒状組
成物（ａ－１）及び（ｂ－１）をそれぞれ７５ｍｇ量り取り、ポット中に投じた。投入の
１、２、３、５、７、９、１１、１４、１７、２１、２４、２８、３１日後に水の一部を
採取し、高速液体クロマトグラフィーにより溶出したイミダクロプリドの濃度を測定した
。その結果を第１表に示す。
【００５５】
【表１】

【００５６】
　試験例２：溶出試験
　前記製剤例２で調製した粒状組成物（ａ－２）及び（ｂ－２）を用いて、試験例１と同
様にして溶出試験を行なった。その結果を第２表に示す。
【００５７】
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【表２】

【００５８】
　試験例３：生物効果試験（イネミズゾウムシに対する防除効果と薬害）
供試製剤
　　Ａ：製剤例２で得た混合粒状農薬組成物
　　Ｂ：製剤例１で得た混合粒状農薬組成物
　　対照：市販イミダクロプリド箱粒剤（２％）
方法
　播種機（ＴＨＳ－２２０５、スズテック製）を使用して、水稲用育苗箱（内枠２８ｃｍ
×５８ｃｍ×３ｃｍ）に土壌（ゼオライト入りゴールデン培土２．５Ｌ／箱）を均一につ
め床土とした。箱当たり１８０ｇの稲籾（品種；こしひかり）を均一に播種し、潅水（０
．８Ｌ／箱）した。播種面を供試製剤で処理し、床土と同じ土壌を使用して覆土した（１
．２Ｌ／箱）。薬剤処理した育苗箱は、発芽のため、育苗機（３０℃）で３日間保持した
後、ビニールハウス内で育苗した。
【００５９】
　なお、対照のイミダクロプリド箱粒剤（２％）については、イネミズゾウムシに対する
防除効果の調査のため、上記育苗とは別に薬剤処理していない苗を準備し、移植時に処理
した。
【００６０】
　薬害は、薬剤処理後３日に発芽状況を、そして薬剤処理後７日、１０日、１４日に肉眼
で薬害の有無を調査し、下記の基準で評価した。
【００６１】
　イネミズゾウムシに対する効果は、田植後１４日、２２日、２９日に成虫の食害を１区
当たり１００株調査し、株ごとに下記の６段階で評価した。評価に基づき無処理区の対比
で防除価を算出した。
【００６２】
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　　－：薬害なし。
　　±：僅かに薬害が認められる。
　　＋：明らかに薬害が認められるが、生育には影響が認められない。
　　＋＋：明らかな薬害が認められ、生育にも影響が認められる。
　　＋＋＋：著しい生育阻害が認められ、枯死。
【００６３】
食害（イネミズゾウムシによる被害）の調査基準
　　０：食害なし。
　　１：食害痕が株当たり１～２個認められる。
　　２：食害痕が株当たり３～６個認められる。
　　３：いくつかの食害痕が繋がり、それが株当たり３～５個程度認められる。
　　４：いくつかの食害痕が繋がり、それが株当たり１０個程度認められる。
　　５：繋がった食害痕が株の葉全体に見られ、食害により株全体が白く見える。
【００６４】
被害度の算出方法
　　被害度＝［（０×N０＋１×N１＋２×N２＋４×N３＋８×N４＋１２×N５）
　　　　　　／１２×（N０＋N１＋N２＋N３＋N４＋N５）］×１００
　　　N０：食害０の株数、N１：食害１の株数、N２：食害２の株数、
　　　N３：食害３の株数、N４：食害４の株数、N５：食害５の株数
【００６５】
防除価の算出方法
　　防除価％＝［（無処理の被害度－処理区の被害度）／無処理の被害度］×１００
【００６６】
　結果を第３表及び第４表に示す。
【００６７】
【表３】

【００６８】
【表４】
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